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【業務説明】



１目的

高齢化の進展に伴い、加齢による生理的な変化や複数の併存疾患を治療するための医薬品の多剤服

用等により、薬物有害事象などのリスクの増加が指摘されている。高齢者以外の者においても、重複・多

剤投与の是正など、安全かつ効果的な服薬が必要となっている。また、医薬品に着目した医療費適正化

の取組については、短期間で適正化の成果につながることが期待されている。

本事業は、市町村国保の保健師等を対象に、適正服薬に関する研修会や相談支援、指導用パンフレット

等の作成・配布、服薬指導等に係る支援を行うことで、県内市町村国保における適正服薬の取組を推進し、

国保被保険者の健康の保持・増進を図るとともに、医療費適正化に資することを目的とする。

２事業内容
１ 適正服薬等に関する研修会の開催（WEB併用、２回開催予定）

⑴ 対象：市町村国保の保健事業従事者、介護支援専門員等地域支援に関わる職員等

⑵ 内容：国保被保険者へ適正服薬に関する保健指導等を行うために必要な知識の向上等に資する

内容とする。

（例）：薬の基礎知識、重複・多剤の考え方、併用禁忌の薬剤について、有害事象の事例について 等

沖縄県国保ヘルスアップ支援事業「適正服薬等推進事業」
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２ 適正服薬等に係る相談支援業務

⑴ 電話による相談支援（全市町村）

ア 対象：市町村国保の保健事業従事者（保健師等）

イ 内容：市町村国保の保健師等が国保被保険者（重複・多剤投与該当者、保健指導対象者等）への

保健指導等を行うにあたり、薬に関して専門的な見地からアドバイスを必要とする場合に、

市町村からの求めに応じ、薬剤師が助言を行う。

ウ 対応時間：平日（土日祝日、閉庁日除く）9:00～17:00（12:00～13:00は休み）

⑵ 訪問による相談支援【R7新設】

ア 対象：沖縄本島内（モデル市町村）

イ 内容：市町村において重複・多剤投与者への取組を行うにあたり、対象者の選定・対応等について、

薬剤師が市町村に出向いてアドバイスを行う。

⑶ 離島町村への支援【R7新設】

ア 対象：離島町村（モデル町村）

イ 内容：離島町村における重複・多剤投与者の取組について、ヒアリング等による状況確認を行い、

対象者の選定・対応、事業手順、事業実施要領の整備等について支援（指導・助言等）を行い、

当該取組が実施・推進できるよう支援する。

３ 薬に関するパンフレット等の作成、配布

⑴ 薬に関するパンフレット等（一般向け、重複・多剤投与者への指導用等）を作成・配布し、被保険者への

適正服薬に関する普及啓発、重複・多剤投与該当者等への保健指導に活用する。

⑵ 重複・多剤投与該当者への取組等に係る実施状況又は見込みアンケートの実施。 2
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